
議案第３２号

　（総則）
第１条　令和５年度ひたちなか市下水道事業会計の補正予算(第１号)は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量の補正）
第２条　令和５年度ひたちなか市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号「 ９，５

　０６，０００ｍ
3 
」を「 ９，５２９，０００ｍ

3
 」に，同条第４号ア中「７９１，７９５千円」を「

　７１８，６２１千円」に，同条第４号ウ中「６９１，９８０千円」を「５７４，０２５千円」に改める。

　
　（収益的収入及び支出の補正）
第３条　予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

　第11款　下水道事業収益

　第21款  下水道事業費用

　（資本的収入及び支出の補正）
第４条　予算第４条本文括弧書中，「２，０１０，４９１千円」を「１，９９３，８０６千円」に，「
　１６８，０２２千円」を「１４８，５０５千円」に，「１，１２４，１６１千円」を「１，１１１，
　９０４千円」に，「７１８，３０８千円」を「７３３，３９７千円」に改め，資本的収入及び支出の
　予定額を次のとおり補正する。

　第31款　資本的収入

　第41款  資本的支出

　（企業債の補正）
第５条　予算第７条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

（既決予定額）

５,３５５,３０３千円 ５,１４０,５３５千円

２,９１２,６４４千円建設改良費第１項

△１９８,０８３千円

△１５０,８００千円

△７６,６００千円

２９,３１７千円

３,１４６,７２９千円

２,００９,２００千円

３,３４４,８１２千円

２,１６０,０００千円

１,０８８,９００千円

９５,９１１千円

１,０１２,３００千円

１２５,２２８千円

（    計    ）（補正予定額）

第１項
第10項
第20項

第１項
第５項

営業費用
営業外費用

令和５年度ひたちなか市下水道事業会計補正予算（第１号）

△１４,５５２千円

１２,１９６千円

△２６,７７７千円

（補正予定額） （    計    ）

４,３１６,８４９千円

１,９９１,２８２千円

２,３２５,５３７千円

４,３３１,４０１千円

１,９７９,０８６千円

（既決予定額）（科      目）

２,３５２,３１４千円

１千円

３,４７７,６６９千円

３,１３８,８６０千円

３３２,６０９千円

３０千円２９千円

△４８,４５０千円

△４５,１０６千円

△３,３４４千円

３,４２９,２１９千円

３,０９３,７５４千円

３２９,２６５千円

収　　　　入

支　　　　出

営業収益
営業外収益
特別利益第10項

２,１６０,０００千円 △１５０,８００千円 ２,００９,２００千円

（    計    ）（補正限度額）（既決限度額）（起債の目的）
ひたちなか市下水道事業

第１項
第５項

（科      目）

３,１２７,４１２千円

△２１４,７６８千円

△２１４,７６８千円

収　　　　入

支　　　　出

企業債
国庫支出金
負担金等
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　（利益剰余金処分額の補正）
第６条　予算第１２条中「７１８，３０８千円」を「７３３，３９７千円」に改める。

    令和６年　３月　４日  提出

ひたちなか市長　　大　谷　　　明

    令和　年　　月    日  議決
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